
（令和７年４月１日現在）

●上水道料金について

1㎥ごとに加算）

のとおりとなります。

（基本使用量の5㎥分）1,450円＋
（超過分）290×10㎥＝4,350円
4,350円＋消費税435円
合計4,785円

お願いします。

●下水道使用料について

1㎥ごとに加算）

切り捨てます。）。

（基本使用量の5㎥分）1,190円＋
（超過分）185×10㎥＝3,040円
3,040円＋消費税304円
合計3,344円

い。

上水道・下水道使用料早見表

6㎥ 1,914 1,512 3,426

（金額は全て税込）
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・基本料金　1,450円（税抜、使用水量5㎥まで）
・超過料金　　290円（税抜、使用水量5㎥超える

・使用水量5㎥までは基本料金に消費税分を
加算したものをが上水道料金となり、使用水量
が6㎥を超える場合の上水道料金は以下の例

例）水道15㎥を使用した場合

50㎥

44㎥
45㎥
46㎥
47㎥
48㎥
49㎥

38㎥
39㎥
40㎥
41㎥
42㎥
43㎥

32㎥
33㎥
34㎥
35㎥
36㎥

【問合せ先】
上天草市建設部都市整備課都市整備係
電話　0969-28-3366（直通）

加算したものをが下水道使用料となり、使用水量
が6㎥を超える場合の下水道料金は以下の例
のとおりとなります（円未満の端数については

例）下水道15㎥を使用した場合

・下水道使用料は、基本的に上水道の使用料を

・水道料金についてのお問合せは、水道局へ

【問合せ先】
上天草市水道局庶務係
電話　0969-28-3369（直通）

・基本使用料　1,190円（税抜、使用水量5㎥まで）
・超過使用料　　185円（税抜、使用水量5㎥超える

・使用水量5㎥までは基本料金に消費税分を

もとに決定します。ただし、上水道以外の水（井戸
水や温泉水など）を使用している場合は、下水道
使用料の算定方法が異なりますので、ホームペー
ジで確認いただくか、都市整備課にお問合せくださ


